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要保護児童通告の在り方及び児童相談所業務の在り方に関するポイント（案） 

（社会保障審議会児童部会 新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会 

報 告（提 言） 平成２８年３月１０日【抜 粋】） 

 

７．新たな子ども家庭福祉体制の整備 

１）新たな子ども家庭福祉体制の全体像 

子どもの権利を保障するための子どもと家庭への支援は、本来、その生活が営まれ

ている身近な地域内でなされるべきであり、地域福祉の問題として構想されることが

必要である。一方、児童相談所では、虐待を受けた子どもの保護から育成相談や保健

相談まで幅広くその機能としており、多様な機能を果たしきれない危険が生じている。

加えて、相談者が遠距離から相談に来なければならない不利益もある。これらの問題

を考慮すれば、市区町村の人材と財政に関する十分な基盤整備を行った上で、子ども

家庭福祉のシステム全体を組み直す必要がある。 

そのために、新たな子ども家庭福祉体制として以下のようなシステムの構築を提案

する。 

 

 

○ 児童相談所が行っている「分離措置を伴わない養護相談」「育成相談」「措置を伴

わない非行相談」は、主として住民に身近な市区町村の地域子ども家庭支援拠点が

担い、「保健相談」は市区町村保健センター等が担うこととする。「障害相談」は、

市町村が児童発達支援センター等を活用して行うことや、療育手帳に関しては、他

の障害者手帳と同様、対応可能な医療型児童発達支援センターや医療機関等におい

て必要な検査等を行って意見書を作成し、判定は都道府県の児童相談所以外の部署

で行えるようにすることも一つの方法である。 
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１ 要保護児童通告の在り方 

 

 

（１）児童相談所と市区町村に二元化されている通告窓口に関し、共通の窓口を都道

府県レベルで設置し、集中的に電話による子ども虐待通告・相談を受理し、緊急度

を判断して、初期対応を行う機関等とその期限を決定する機関（以下「通告受理機

関」という。）を創設することについて、モデル的取組から検討する。初期対応を

行う機関とは、子ども保護機能を担う機関・市区町村地域子ども家庭支援拠点等で

あり、必要に応じて警察に依頼する。ただし、通告受理体制として、要保護児童対

策地域協議会を構成する各関係機関が直接児童相談所（子ども保護機能を担う機関

となる。）もしくは市区町村に通告・相談することを妨げるものではない。 

 

 

（２）通告・相談電話の三桁化（189）が開始され、より多くの通告や相談を促す段

階に入っており、効率的な初期対応を行うためには、窓口を一元化し、その緊急性

の判断や、保護を前提とした介入型安全確認を行うべきか、保護を前提としない支

援型安全確認を行うかの判断を行うとともに、初期対応機関を、児童相談所・市区

町村等に振り分ける（初期対応までの期限を決定することを含む。）、あるいは警察

へ初期対応を依頼するといった機能を持つ、通告受理機関を整備する必要があり、

モデル的取組を実施し、早急な検討が必要である。 
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２ 児童相談所業務の在り方 

 

 

（１）現行の児童相談所の機能を、子ども保護機能を中心とした機関と子ども・家庭

への支援のマネージメント機能を担う機関に分割する。ただし、小規模の自治体に

おいては、同一機関の中の別の組織とすることを検討する。子ども保護機能を担う

機関は通告等で把握した子ども虐待事例の調査・評価・保護・措置を行うこととし、

支援マネージメント機能を担う機関は措置された子どもに関する支援の枠組みを

構築し、市区町村が行う子ども家庭支援の状況の進行管理等を行う。 

 

 

（２）児童相談所が有する通告受理、調査、評価、一時保護・アセスメント、措置等

の機能に関して、高度に専門的な機関として担うためには、その機能を明確に分離

する抜本的な見直しが必要である。（中略） 

具体的な方向性としては、緊急対応の必要性に関する判断能力を備えた虐待通

告・相談窓口を設置し、さらに、通告が受理された事例の調査・評価・保護等の措

置を行う機能と、措置後の事例のマネージメントを行う機能を別の機関で行うとい

った体制整備が考えられる。ただし、小規模自治体の児童相談所では機関の分離を

行わない方が効率的な場合もあることから、機能を明確に分離し、その機能が遅滞

なく遂行されるように、同じ機関の中で組織の分離を図ることが考えられる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


